
三 重大学教育学部附属教育実践総合セ ン タ ー 運営委員会内規

(平成 1 1 年 4 月 1 日制定)

( 趣 旨)

第
一

条 こ の 内規は ､
三 重大学教育学部附属教育実践総合セ ン タ ー

規程第十条第 二 項 の 規定 に 基づ き､ 三重大学教育

学部附属教育実践総合セ ン タ ー

運営委員会 (以下 ｢運営委員会｣ と い う｡) に 閲 し
､ 必要な 事項を 定め る ｡

( 審議事項)

第 二 条 運営委員会は ､ 次 の 各号 に 掲 げ る事項 を 審議す る｡

-

セ ン タ ー の 運営の 基本方針に 関す る こ と｡

ニ セ ン タ ー の 人事 に 関す る こ と｡

三 セ ン タ ー の 予算に 関す る こ と｡

四 そ の 他必要 な事項 に 関す る こ と｡

(組 織)

第三 条 運営委員会 は
､ 次 の 各号 に 掲 げ る委員 を も っ て 組織 す る｡

-

セ ン タ
ー

長

ニ セ ン タ
ー

の 専任教員

三 学部 か ら選出さ れ た教員 五 名

四 各附属学校 か ら選出さ れ た教員 各
一

名

2 前項第三 号及 び 第四号 の 委員 の 任期 は､
二 年 と し､ 再任 を妨 げ な い ｡ た だ し､ 補欠 の 委員 の 任期 は

､ 前

任者 の 残任期間と す る｡

( 委員長)

第四 条 運営委員会 に 委員長を置 き
､

セ ン タ ー

長をも っ て 充 て る｡

2 委員長 は
､ 運営委員会を招集 し

､
そ の 議長 と な る｡

3 委員長 に 事故 が あ る と き は
､

あ ら か じめ委員長 が指名 し た委員 が
､

そ の 職務 を代行す る｡

( 会 議)

第五 条 運営委員会は､ 委員 の 三 分の 二 以上 の 出席 に より成立 す る｡

2 運営委員会の 議事 は､ 出席委員の 過半数をも っ て 決 し
､ 可否同数 の とき は

､ 議長の 決す る と こ ろ に よる ｡

(委員以 外 の 者 の 出席)

第六 条 運営委員会が必要 と認 め た と き は
､ 委員以外 の 者 を 出席 させ

､ 意見又 は説明を聴く こ と が で き る｡

(雑 則)

第七条 こ の 内規に 定 め る もの の ほ か
､ 必要 な事項 は

､ 別に 定 め る｡

附 則

1 こ の 内規は ､ 平成十
一

年 四月
一

日 か ら施行 す る｡

2 三 重大学教育学部附属教育実践研究指導 セ ン タ
ー

運営委員会内規 ( 昭和六 十 二 年五 月 二 十
一 日制定) は

､
廃止

す る｡
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